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預かり保育料が月額11,300円まで 
無償化されます。 
※無償化の制度は1日450円×月利用日数分の助成と
なり合計11,300円/月までとなっています。 
現在の預かり保育料を改定し、実質無償とする予定
です。（夏季休暇中を除く） 
※預かり保育料のみで11,300円/月に達しない場合は、
認可外保育施設等（認可外保育施設、ベビーシッ
ター、ファミリー・サポート・センター、一時保育、
病児保育等と併せて、上限額まで無償化されます。
（預かり保育実施200日未満の特例） 
 
 

 

 
 
 

（問合せ先） 
  習志野市 こども部 こども保育課 
  TEL：０４７－４５３－７３６４ 
 
※制度設計中のため今後、一部変更の可能性があります。 

 
 
   

預かり保育料の無償化の対象となる
には、給付認定が必要です。 
６月下旬に、幼稚園から配布される認定申請書に
必要事項を記入の上、幼稚園へ御提出ください。 

保育料（月） 預かり保育料 給食費 その他 
新入園用品代、鹿野山宿泊保育代 

バス遠足代、日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ掛金 等 

4歳児 
クラス 

0円 これまで通り 
（対象者のみ助成有 

下記参照） 

これまで通り 
（対象者のみ助成有 

下記参照） 

 
これまで通り 

5歳児 
クラス 

0円 これまで通り 
（対象者のみ助成有 

下記参照） 

これまで通り 
（対象者のみ助成有 

下記参照） 

 
これまで通り 

習志野市公立幼稚園（習志野市民の子ども向け） 

 
給食費（副食費おかず等）が 
減免（免除）されます。 
 
※給食費（主食費ごはん等）についても、
減免（免除）する予定です。 
※第３子以降は小学校３学年以下のお子さ

んの人数をカウントします。  

幼児教育・保育の無償化により、幼稚園は月々の保育料が無償化となります。 
また対象に該当する方は預かり保育料と給食費（食材料費）が助成されます。 
「習志野市立幼稚園」は以下のように軽減されます。 

―年収３６０万円未満世帯の子ども 
及び第３子以降対象― 

―無償化後 お支払額― 

―共働き世帯の子どもなど 
保育が必要な子ども対象― 


